
八千代市乳児等通園支援事業所の認可及び確認にあたっての意見聴取について 

 

 「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律（令和６年法律第４７号）」により，

「児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）」の一部が改正され，乳児等通園支援事業

（こども誰でも通園制度）に関する規定が新設されました。 

本市では令和８年４月１日の開設を目指して，保育所等を運営する事業者にこども誰で

も通園制度の開設に対する意向調査を実施しました。 

これに伴い，児童福祉法第34条の15第４項の規定により，市町村長は，乳児等通園支援

事業の認可をしようとするときは，あらかじめ，児童の保護者その他児童福祉に係る当事

者の意見を聴かなければならないとされていることからご意見を伺います。 

また，子ども・子育て支援法第54条の２第３項（子ども・子育て支援法（令和８年４月

１日施行予定））の規定により，利用定員を定めようとするときにおいては，子ども・子

育て会議等の審議会の意見を聴くこととされていることから，下記施設について，併せて

ご意見を伺います。 
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【位置図】 

 

 

施設名 たんぽぽすくすくくらぶ 

事業主体 学校法人大野木学園 

所在地 八千代市上高野１１５１－１（たんぽぽ幼稚園内） 

施設類型 私立幼稚園 

実施方法 一般型（専用室独立実施型） 

実施日 平日（月曜日から金曜日） 

実施時間帯等 8：30～16：30 

給食提供 あり 

その他備考  

事業開始予定日 （面談開始日）令和８年４月１日 （受入開始日）面談後，順次受入 

認可及び利用定員 
０歳 １歳 ２歳 合計 

０人 ６人 ６人 １２人 
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勝田台駅 

たんぽぽすくすくくらぶ 



【位置図】 

 

 

施設名 八千代台南保育園 

事業主体 八千代市 

所在地 八千代市八千代台南１－２４－１ 

施設類型 公立保育園 

実施方法 一般型（専用室独立実施型） 

実施日 平日（月曜日から金曜日） 

実施時間帯等 9：00～12：00，13：30～16：30 

給食提供 なし 

その他備考 改修工事等により令和８年５月より順次，事業開始予定 

事業開始予定日 （面談開始日）令和８年５月１日 （受入開始日）令和８年６月１日 

認可及び利用定員 
０歳 １歳 ２歳 合計 

３人 ３人 ３人 ９人 
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八千代台南保育園 

 



【位置図】 

 

 

施設名 睦北保育園 

事業主体 八千代市 

所在地 八千代市島田１００４ 

施設類型 公立保育園 

実施方法 一般型（専用室独立実施型） 

実施日 平日（月曜日から金曜日） 

実施時間帯等 9：00～12：00，13：30～16：30 

給食提供 なし 

その他備考  

事業開始予定日 （面談開始日）令和８年３月中旬 （受入開始日）令和８年４月１日 

認可及び利用定員 
０歳 １歳 ２歳 合計 

３人 ３人 ３人 ９人 
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睦北保育園 

 


